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開    会 

 

○前田会長 それでは、始めましょうか。 

 総合通信基盤局職員に、入室するように依頼してください。 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局関係） 

 

（１） 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省

令案について（諮問第１２号） 

 

○前田会長 ただいまから審議会を開催いたします。最初の諮問第１２号「特

定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案につい

て」につきまして、菅田認証推進室長からご説明をお願いいたします。 

○菅田認証推進室長 それでは、諮問第１２号につきまして、別に添付してご

ざいます参考資料を使ってご説明させていただきたいと存じます。 

 まず、本件ですけれども、基準認証制度の一つであります技術基準適合自己

確認制度の対象設備の拡大に伴います関係省令、すなわち特定無線設備の技術

基準適合証明等に関する規則の一部を改正するものでございます。 

 まず、２ページ目をご覧ください。こちらは、無線設備の基準認証制度の概

要につきまして簡単に述べさせていただいてございます。基準認証制度は、簡

単に言いますと技術基準への適合性を事前に証明する制度でございます。一般

に、無線局を運用する場合は総務大臣の免許が必要となりますけれども、基準

認証制度を利用することによりまして、無線局の免許が不要になったり、無線
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局開設時の検査を省略することなどができます。 

 この基準認証制度につきましては、３つのパターンがございます。１つ目は、

こちらの図に書いてございますように、①としているところですけれども、技

術基準適合証明です。こちらは、メーカーが第三者機関である登録証明機関に

技術基準への適合性を審査してもらうので、原則無線設備を１台ずつ測定する

ものでございます。試験的に製造した無線設備や、比較的生産台数の少ない無

線設備がこの制度を利用してございます。 

 ２つ目ですが、②としまして工事設計認証がございます。こちらは、メーカ

ーが例えば携帯電話等のような大量に生産する場合に利用してございまして、

第三者機関である登録証明機関に工事設計書や無線設備のサンプルを提出して、

登録証明機関が技術基準への適合性について審査するものでございます。 

 ３つ目でございますが、③と書いておりますのが今回の制度改正の対象であ

ります技術基準適合自己確認でございます。これは、他の無線局に著しく混信

を与えるおそれの少ない無線設備につきまして、メーカー自らが無線設備を測

定し、技術基準への適合性を確認するものでございます。メーカー自らが実施

するメリットもございますが、測定機等の較正等適切に管理する必要もござい

ます。 

 続きまして、資料の３ページ目をご覧ください。このページは、自己確認制

度の現状について説明したものでございます。本制度は、先ほど申し上げまし

たように、他の無線局の運用を著しく阻害するおそれの少ない無線設備を対象

としていますけれども、メーカーが自ら技術基準に適合したことを確認するも

ので、平成１６年に製品の迅速な市場投入を目的に導入されたものでございま

す。対象設備の基本的な考え方としましては、他の無線設備の管理下にありま

す被制御型の端末などでございます。具体的には、携帯電話端末やＰＨＳ端末

等の２１設備となってございます。これまでの実績でございますけれども、平
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成１６年から１９年にかけまして１２０件程度となってございます。最近では

自己確認制度があまり使われていない状況でございます。 

 次のページに移らせていただきます。４ページ目でございますけれども、４

ページ目では、本件の改正の背景やその内容についてご説明させていただいて

ございます。これまで携帯電話端末というのは、第２世代の時代のときのよう

に、まさに携帯電話の機能のみで構成されてございました。このため、メーカ

ーは自己確認を利用してございました。 

 現在では、スマートフォンに見られますようにＢｌｕｅｔｏｏｔｈやＷｉＦ

ｉなど無線ＬＡＮの機能も内蔵されている状況になってございます。しかしな

がら、無線ＬＡＮがこれまで自己確認の対象となっていなかったことから、携

帯電話端末として自己確認ができても、メーカーとしては無線ＬＡＮを含めて

スマートフォン全体として自己確認が適用できない状況でございました。この

状況を踏まえまして、自己確認の対象設備として携帯電話端末、ＰＨＳ端末等

と同一の筐体に収められる無線ＬＡＮにつきまして追加するものでございます。 

 今回のこの改正に関連しまして、５ページ目から７ページ目まで関連の背景

資料を添付してございます。５ページ目につきましては、平成２４年７月に閣

議決定されました規制・制度改革に係る方針でございます。それから、６ペー

ジ目でございますが、昨年１２月に取りまとめられました電波有効利用の促進

に関する検討会の報告書でございます。こちらにおきまして、無線設備の技術

基準、使用態様、他の無線局に混信妨害を与える影響の度合いを考慮して措置

すべきとされてございます。また、平成２５年３月から４月にかけてパブリッ

クコメントを行いまして、最後のページでございますが、１件のみ意見がござ

いましたが、改正内容に修正等を要する意見ではございませんでした。 

 以上、技術基準適合自己確認制度の対象設備の拡大につきましてご説明させ

ていただきました。よろしくお願いします。 
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○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの件について何かご質問、ご意見はありますでしょうか。 

○原島代理 よろしいでしょうか。 

○前田会長 はい。 

○原島代理 参考資料のほうですけれども、参考２の「電波有効利用の促進に

関する検討会報告」の最後のところに、「このような自己確認制度の新たな対象

範囲の拡大に当たっては、技術基準不適合機器の流通拡大へのリスクが存在す

るため慎重な検討を行うことが必要である」と書いてありますが、具体的範囲

の拡大には慎重な検討が必要なのでしょうか。 

○菅田認証推進室長 今回電波有効利用の促進に関する検討会におきましても、

メーカーが迅速に市場に投入できるという観点からは、自己確認制度を有効に

使うべきということでございましたけれども、ただし、欧米、特にヨーロッパ

のほうでは自己確認制度を主としておるんですが、かえって市場に不適合機器

が流通しているという実態がございますので、自己確認制度をむやみに拡大し

ていくのではなくて、１個１個慎重に見極めて追加していくべきだということ

と承知してございます。 

○原島代理 不適合機器というのは、無線ＬＡＮの規格を満たしているものの

中にもあるんですか。それとも、無線ＬＡＮ規格以外のものをつけているから、

それが不適合機器ということになるんですか。 

○菅田認証推進室長 無線ＬＡＮにつきまして、ヨーロッパでも適合していな

いものがあるようには聞いておりますが、実態はまだよくわかってません。そ

れ以外によく不適合と言われているものは、認証の手続上問題があって、きち

っと適合性を表示していないといったものも含まれてございます。そういった

ものを含めて不適合機器が多いと言われてございます。 

○前田会長 単純に言うと、現在自己確認制度の対象になっているものに無線
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ＬＡＮを追加した場合もこの制度の対象にしようということですか。 

○菅田認証推進室長 携帯電話とかＰＨＳというのは、電気通信事業者が管理

しているものでございますので、仮にそういったところに載せてある無線ＬＡ

Ｎが何らかの不具合を持っているものでございましても、基本的に携帯電話の

事業者などから管理ができるということで、ある程度影響を抑えることができ

るということから判断いたしました。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○松﨑委員 よろしいでしょうか。 

○前田会長 どうぞ。 

○松﨑委員 第２世代の時の携帯は、工事設計を認証しなければいけなかった

わけですが、その後自己確認を認め、特にアマチュア無線から混信が増加して

いるという訴えとか、混信妨害のクレームの件数が増えたという事例はないん

でしょうか。 

○菅田認証推進室長 アマチュア無線との関係で言いますと、アマチュア無線

の利用者が携帯電話のほうに相対的に移行されているということもございまし

て、データ的には少なくなってきているというところでございます。 

○松﨑委員 確認のスタイルが変わったからといって、妨害電波が増えたとい

う因果関係はないと。 

○武井電波部長 特に今まで第２世代携帯電話に技術基準適合自己確認制度を

入れて、それによって携帯電話関係の妨害が増えたという話は、今まで私ども

は聞いたことはございません。監視のほうの申告でも、その類いの物が目立つ

といったことはなかったと承知しております。 

○柳島監視監理室長 特に携帯電話関係につきましては、しっかり造られてい

るということもありまして、携帯電話自身が妨害を与えてしまうという事例は

今までほとんど聞いたことがないという感じです。 
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○松﨑委員 わかりました。ありがとうございます。 

○前田会長 ほかにはいかがですか。 

○山本委員 よろしいですか。 

○前田会長 どうぞ、お願いします。 

○山本委員 先ほど欧州でそういう問題が起きているという話がありましたが、

欧州はそれに対して対策を検討しているんでしょうか。 

○菅田認証推進室長 欧州でも、不適合機器というものが流通していることに

ついて非常に危機感を持ってございます。市場調査もかなり広く各国の規制庁

がやっているんですけれども、日本と制度の違いがございまして、ヨーロッパ

のほうは基本的には市場に流通させる前に必ず自己確認をしなさいということ

でございます。自己確認がなかなかきちっと徹底しない、特に中国系、あるい

は輸入されるものはそれが結構緩いということもございまして、困っていると

いうことでございます。 

○山本委員 輸入されるものが主な原因であるということですか。 

○菅田認証推進室長 輸入されるものでも、必ず欧州の基準に合致しているこ

とをきちっと自己確認されていなければいけないんですが、それがきちっとさ

れないで市場に流通しているという状況です。 

○山本委員 それは相互承認のような条約を結んだ国との間ですか。 

○菅田認証推進室長 相互承認というよりは、生産国が中国で。 

○山本委員 生産国が他国であるということですか。 

○菅田認証推進室長 はい。 

○前田会長 ほかにはありますか。 

○松﨑委員 これと同じ問題が日本でも起こり得るということはないんですか。 

○菅田認証推進室長 基本的には日本の場合、どちらかというと第三者機関に

よる認証を使っているメーカーの方が多いということでございますので、あま
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りそういった事態にはなっていないと考えております。米国も第三者機関の認

証を中心としてございますので、そういった意味で不適合機器の流通は少ない

と見てございます。 

○前田会長 ありがとうございます。 

 特に反対意見はないですね。反対意見はないようですので、諮問第１２号に

つきましては、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を行うことと

したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 よろしければ、そのように決することといたします。答申書につきましては、

所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出してください。 

 

（２）電波法施行規則の一部を改正する省令案について（諮問第１３号） 

 

○前田会長 それでは、次に進みます。諮問第１３号「電波法施行規則の一部

を改正する省令案について」につきまして、柳島監視監理室長から説明をお願

いいたします。 

○柳島監視監理室長 それでは、資料に基づきましてご説明差し上げます。電

波法施行規則の一部を改正する省令案ということで、携帯電話中継装置に免許

情報告知制度を適用するものでございます。 

 背景でございますけれども、携帯電話、昨今で言いますとスマートフォンの

利用がさらに拡大しているということで、電波の届きにくい場所においても利

用したいというニーズが従来から非常に高まっているということかと思います。

そのような中で、携帯電話事業者以外の者が免許を受けずに不法に携帯電話中

継装置を設置して、携帯電話基地局に重大な障害を与える事例が後を絶たない

というのが現状でございます。 

 これまでにも、総務省と携帯電話事業者各社が協力いたしまして、このよう
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な装置の設置者に対して使用をやめていただくということで指導をしたり、周

知広報をしてきたところでございますけれども、最近で言いますと、昨年新し

く周波数を利用開始した、もしくはそのために周波数の割当てを変更するとい

ったことを行っておりまして、さらにこういった装置を原因とする障害が増え

るおそれがあるところでございます。 

 一般の方々につきましては、こういったものを設置することが違法である、

それから、携帯電話基地局に障害を与えていると知らないで使ってしまうとい

うことがあるものですから、更なる障害が拡大しないように、こういったもの

を販売する際には、「設置には免許が必要」である旨告知することを義務づける

ことを制度の中に位置づけるということでございます。 

 改正の概要といたしましては、携帯電話の中継のための無線局に使用される

周波数の電波を使用する無線設備を指定無線設備として追加し、免許情報告知

制度の対象といたします。施行は本年７月１日を考えております。 

 １枚めくっていただきまして、不法携帯電話中継装置につきまして簡単にご

説明差し上げます。不法携帯電話中継装置とは、先ほど申し上げました電波の

届かない地下の店舗とかビル内等において、携帯電話での通信を可能にすると

いうことで、携帯電話事業者以外の者が不法に設置しているというものでござ

います。このようなものは、一般に無線局の免許が要らない、すぐに取り付け

られますといううたい文句で販売されていることが多うございます。 

 しかしながら、こういったものは携帯電話事業者でありますればきちんと電

波の状況をチェックしてから適切に設置されるというものでございますけれど

も、不法携帯電話中継装置を販売している者につきましては、そういったこと

を適切にせずに、かつ装置自身も非常に性能の悪いもので、こういったものが

設置されますと妨害を与えてしまうということでございます。当然ながら、免

許を取らずにこのようなものを使用いたしますと、電波法違反となりまして処
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罰の対象となります。 

 下に図が描いてございますけれども、屋内と屋外を結ぶ装置を設置いたしま

して、ビルの中、地下店舗等で使うものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、免許情報告知制度でございますけれども、不

法無線局に使用されるおそれの高い無線設備を指定無線設備として指定いたし

まして、このようなものが免許なしで使われないようにするということで告知

するものでございます。平成６年から実施されております。現在までのところ、

不法市民ラジオ、ＣＢと言われているもの、不法パーソナル無線、不法アマチ

ュア無線が指定されております。 

 これに指定されますと、囲みの中にありますとおり、販売業者に対しまして

販売前、販売時点の２段階におきまして無線局免許取得に関する告知義務が賦

課されます。その義務に違反した者に対しましては、総務大臣から改善の指示

が可能であるほか、必要に応じまして報告徴収、立入検査が可能となっており

ます。これらの指示に違反いたしますと、３０万円以下の罰金ということにな

ります。 

 ２段階につきましては、「告知」と書いてある囲みのところに書いてあります

けれども、まず、第一段階といたしまして販売契約締結前につきましては、指

定無線設備を使用している無線局を開設しようとするときは免許が必要である

旨を告知する。それから、第二段階といたしまして販売契約締結時におきまし

ては、次の情報を記載した書面を交付することということで、無線局免許が必

要であること、無免許で無線局を開設した場合には刑罰に処せられること、免

許の申請先でございます。 

 これまで、３種類のものにつきまして指定無線設備の告知制度として取り扱

っておりますけれども、総務省といたしましてもこれがきちんと実行されるよ

うにということで、各地方の総合通信局を中心といたしまして毎年調査をして
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おります。平成２４年につきましては、実際に指定無線設備を販売していた店

舗が９８店舗ありまして、その中で第一段階、第二段階、もしくは両方とも不

履行だったというところがそれぞれありまして、合計２６店舗に対しまして指

導をしているところでございます。 

 次のページをめくっていただきまして、これまでの対応状況につきましては

先ほどお伝え申し上げましたけれども、このような携帯電話中継装置につきま

しては平成１３年ごろから非常に増えてきました。当時、携帯電話が非常に普

及する時期にあって、まだ不感地帯もたくさんあったということで、このよう

な装置が出回る環境となってしまっていたということかと思います。 

 このようなことでありましたものですから、先ほど申し上げましたけれども、

我々と携帯電話事業者が一緒になって取り組みまして、撤去のための対策を講

じるとともに、例えばビルのオーナー、もしくは地下街の飲食店の方々に対し

ましてチラシを配って、こういったものを使うと違法になります、ほかの方の

迷惑になりますということで周知広報も実施してきたところでございます。し

かしながら、引き続きまだ販売を続けている業者もあるということで、昨年度

につきましては、実際に２５４件の妨害が発生している。妨害に至っていない

案件も含めまして、２０６件につきまして当該中継装置を撤去していただいて

いるという対策を実施しているところでございます。 

 指定無線設備の要件につきましては、法律に書いてございますけれども、ま

ず１つ目といたしまして、電波法第４条の規定に違反して開設される無線局の

うち、特定の範囲の周波数の電波を使用するものが著しく多数であると認めら

れるということで、先ほど申し上げました２５４件は、他の機械が原因と特定

されているものが８件であることに比べて非常に多くなっているのが現状でご

ざいます。 

 それから、２つ目でございますけれども、特定の範囲の周波数の電波を使用
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する無線設備が広く販売されているため、特定不法開設局の数を減少させるこ

とが容易でないということでございます。当該無線局につきましては、インタ

ーネット販売が中心でやっているということもありまして、全国的にネットで

検索するとまだ出てくるというのが現状でありまして、非常に容易に入手、購

入できるという状況でございます。このように、流通が容易であるということ

で、市場に出ていくのを取り締まることがそのままではなかなか困難であると

いうことで、指定無線設備に指定することが適切ではないかと考えております。 

 次のページに、現在指定されている指定無線設備の概要につきましてお示し

させていただいております。簡単に説明いたしますと、不法市民ラジオ、不法

ＣＢと呼ばれているものですけれども、合法のものは、０.５ワット以下という

ことで認められておりますが、一時期これが非常に社会問題となりまして、例

えばテレビが映らなくなるに始まって、自動ドアが人がいないにもかかわらず

自動であいてしまうということが起こりました。そういったものにつきまして

は、０.５ワットではなくて数キロワットというパワーをアンテナに入れていた

というものもございます。 

 それから、不法パーソナル無線は、市民ラジオをきちんと使っていただくた

めに、簡易な手続きによる免許ということで新たに導入されたものではあった

んですけれども、改造されてしまいまして、パワーを上げたり、指定された周

波数以外のところで電波を出すということで、さらに妨害を与える原因となっ

てしまいました。こちらにつきましては、利用者が大分減ってきたということ

もありまして、現在平成２７年までの免許の有効期限となってございます。ま

た、同じ周波数につきましては、昨年からソフトバンクが新たに携帯用の周波

数として使用するということもありますので、現在不法パーソナル無線につき

ましては取り締まりを強化しているところでございます。 

 それから、３番目の不法アマチュア無線でございますけれども、機械そのも
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のにつきましては免許を取って使っていただく分には何の問題もございません

が、どこでも非常に簡単に入手できるということもありましたものですから、

免許を取らずに使用する者が非常に多いという時期もございました。最近では

大分少なくはなってきましたけれども、まだ引き続きこういったものを不法に

使っているということもございますので、指定無線設備に指定されておりまし

て、実際に販売する際には免許が必要であるという告知が義務づけられている

ものでございます。 

 それから、本件についてパブリックコメントを実施しましたところ、１件意

見をいただいておりまして、概略を申し上げますと、不法携帯電話中継装置に

より継続的に妨害が発生しているということで、こういったものが指定無線設

備に指定されることについては適当であるということで、賛成の意見をいただ

いております。 

 それから、もう一枚ご参考といたしまして、横長の「電波監視業務」という

資料を配付させていただいております。電波につきましては、きちんと使って

いただくということで免許制度がありますけれども、さらに、その運用が適切

になされるように実際に電波を監視するということで、我々は２４時間３６５

日対応しているところでございます。このためには、全国的にセンサーを配置

いたしまして、何かあったときにはすぐにそれでキャッチする。それから、実

際に不法局、もしくは障害が発生しているときには、現場に駆けつけてすぐ周

囲を調べるということもやってございます。 

 ただ、起こってからやるだけでは対策が非常に難しいものでございますから、

左下にありますように、未然防止という観点から免許情報告知制度のほか、実

際に機器を購入いたしまして、それが本当に電波法の技術基準に適合している

かどうかということについてもチェックしておりまして、今後そういったもの

につきましてもきちんと販売店、メーカー等に対しまして注意喚起をしていく
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ということも考えております。 

 そのほか、将来的に電波を使っていただくようになる方々、もしくは将来そ

ういう技術に興味を持ってもらうという観点で、子供たちに対しまして各地で

電波教室を開きまして、周知を行っているというところでもございます。 

 以上、駆け足でしたけれども、説明させていただきました。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきまして、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

○原島代理 よろしいでしょうか。 

○前田会長 お願いします。 

○原島代理 携帯電話中継装置が不法無線局に使用されるおそれが高いため、

指定無線設備に今回指定したいということなんですが、指定すると無線局免許

取得に対する告知義務が出てくるわけですね。その告知義務は、設置には免許

が必要であるということですが、一般的に考えると、設置には免許が必要であ

ると記述されていることは、免許を取れば個人でも使用できますということ。

一般購入者から見れば、そう解釈されるおそれがある。実際に免許申請書を提

出すれば個人でも免許が取れるものなんでしょうか。 

○柳島監視監理室長 こちらにつきましては、基本的には個人に対して免許さ

れずに、携帯電話事業者に対して免許されるものでございます。こういった形

で周知するということのメリットの一つは、今業者が免許がなくても非常に簡

単に設置できますと言っているものですから、設置しようかと考えている方の

ハードルが非常に下がってしまっているという面がございます。 

 じゃあ、免許を取らないと使えませんという話をしたときに、どの程度ハー

ドルが上がるのかということについては、やってみなければいけない部分もあ

るかと思いますけれども、一般の方々ですと、免許が必要ですとなったときに、

業者のほうで免許を取ってくださいと依頼するのが普通なんですね。ほかの無
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線局でもそうなんですけれども、一般の方は自分で免許を取るということを実

はあまりしなくて、販売店等に免許をお願いするということになるかと思いま

す。そういった場合、販売店として免許を取得できないにもかかわらず、免許

を取ってきますとまではさすがに言えないと思いますので、そういう意味で非

常にハードルが上がるということについては間違いないものだと思っておりま

す。 

 もう一つ、実際今までもそうだったんですけれども、今回これが指定無線設

備に指定された際には、今までとは１ランク上がった形で周知広報がしやすく

なる。今まではちょっと引いた感じで、技術基準適合マークがついていますか

という形での周知しかできなかったんですけれども、今後は免許を取得しない

とだめなんですということを、きちんと業者に対しても利用者に対しても周知

広報がやりやすくなるということで、今までよりも一般の方が手にする機会が

減らせるのではないかという期待をしております。ただ、これだけで全てがう

まくいくかどうかという部分もありますので、それにつきましては引き続き状

況を見ながら対応していくということを考えてございます。 

○原島代理 設置には免許が必要ですではなく、個人では免許が取れませんと、

本当はそうしっかり書かないと、消費者保護の立場から、却ってマイナスにな

るのではないかという気がしますが。 

○柳島監視監理室長 実は、電波法上免許が取れない無線局はなくて、条件が

整えば免許を取れる場合があるんですね。こういったケースはどういうことか

といいますと、例えば人里離れた、もしくは無人島でこれを使って実験をした

いということで申請が来た場合については、実験局の免許が与えられるケース

があるんですね。ですから、免許が取れませんと言い切れないところが我々と

してはもどかしいというところではあります。 

○原島代理 そうしますと、どういうときに免許が取れて、こういうときには
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取れません、注意してくださいと周知徹底をしっかりしないと、ということで

すね。 

○柳島監視監理室長 そうですね。おっしゃるとおりです。 

○原島代理 設置には免許が必要というと、却って今までは取れなかった、で

きないと思っていたのができるようになったと解釈される可能性がありますの

で、ぜひ周知徹底で誤解がないようにしていただければと思います。 

○柳島監視監理室長 そのように取り組んでいきたいと思います。 

○松﨑委員 お伺いしたいのですけれども、「『無線局の免許がいらない』等の

うたい文句で販売されている」と書いてありますが、これは景品表示法等に違

反するのではないですか。販売する側が消費者に対して誤認させるうたい文句

で販売しているということであれば、設置する以前に販売のところで網がかけ

られないのでしょうか。 

○柳島監視監理室長 そうですね。そういう可能性もあるとは思います。ただ、

どこまで言えば虚偽になるかなんですけれども、実際問題本当に免許が要らな

いかどうかを実際に測定してみないとわからないということがありますので、

それだけをもっていい、悪いと判断できないというところは若干微妙なところ

ではあります。 

○松﨑委員 こう書いてあったら、惹かれて買いますね。 

○原島代理 そういう意味で、却って危険なところがあるかなという気はしま

すけど。 

 もう一つお聞きしたいのは、重大な障害を与える事例が後を絶たないという

ことは、そういうニーズがあるということですね。逆に言うと、携帯電話事業

者がそのニーズに応えていないのが原因である。そうすると、その原因をしっ

かりさせることが重要なのではないかと思いますが、どうなんでしょうか。お

そらくは、各携帯電話事業者は自社のものには対応していると思うんですが、
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不法のものは一括してそれだけを置けばという非常に簡易なものですよね。そ

れにしっかり事業者が対応すれば、こういったケースを絶つことができると思

うんですが、いかがでしょうか。 

○柳島監視監理室長 先ほど申し上げましたけれども、もともと平成１３年ご

ろにはなかなか携帯電話事業者が対応し切れていなかった、もしくは費用がた

くさんかかるということもあって、こういうアングラなものが広まってしまう

という素地があったかと思います。今会長代理がおっしゃったとおり、現状で

言えば各社とも例えば４８時間以内にユーザーのところに行って調査して、正

しくレピーターなどを設置する工事をするという努力は大分されている。 

 ただ、おっしゃられたとおり、事業者ごとになっているというところはござ

います。簡単に設置するためにはあまり帯域を広くできないという部分もあっ

て、不法携帯電話中継装置というのは全てのものを一括してやってしまうもの

ですから、ノイズが多くなってしまいますとかうまくできていない部分があっ

て、それが逆に影響を与えてしまうことにもつながっているという部分もあり

ます。なので、全部共通してまとめて簡単に設置できるといういいところばか

りのものはなかなか難しい面はあると思うんですけれども、ただ、技術がうま

く進んでいくと今後そういうものが出てくる可能性もなくはないかもしれない

という期待はあります。 

○原島代理 こういうのは、もとを絶つというのが対策として一番重要なこと

ですので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○村田委員 ３ページの免許情報告知制度ですけれども、販売業者、小売業者

が告知義務を賦課され、メーカーは商品に表示を賦課されるわけではない。 

○柳島監視監理室長 メーカーそのものではなくて、販売店が一般の方に販売

するときにこのような義務が賦課されるということでございます。 

○村田委員 その下のほうにある年度ごとの調査ですが、第一段階は履行して
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いますけれどもほかは履行していませんとか、指導対象店舗は、調査の１０％

ぐらいは何らかの指導をしないといけない状況だということですね。 

○柳島監視監理室長 そうですね。 

○村田委員 そういうものだけれども、そもそも論の中に今回新たに携帯電話

の屋外ユニットも入れましょうということ。 

○柳島監視監理室長 はい。 

○村田委員 わかりました。 

○雨宮審理官 会長、よろしいですか。 

○前田会長 はい。 

○雨宮審理官 今は販売業者の話だけだったんですけれども、製造業者に対し

ての電波法１０２条の１１による勧告制度があるはずですが、こちらについて

と実施状況について参考まで教えていただけませんでしょうか。 

○柳島監視監理室長 今回この省令改正に直接的な関係はないんですけれども、

先ほど申し上げました監視の実施業務の中に、未然防止という観点から電波法

の中に別に勧告公表制度というものがございます。これはどういったものかと

いいますと、ある特定の無線機が市場に広く出回っていまして、それが原因で

混信妨害を起こしてしまうといったようなものが売られている場合については、

造っているメーカー、もしくは販売店に対しまして、その設備が問題を起こし

ているということで、何らかの対策をとりなさいという勧告をすることができ

るような制度でございます。こちらにつきましても不法携帯電話中継装置の対

策になり得るものとして、現在それの適用につきましても検討は進めていると

ころでございます。 

 免許情報告知制度との違いといたしましては、現にある特定の機械が妨害を

与えているということ、かつそれが広く広まっているということが証明されな

いと勧告ができないという制度になってございまして、告知制度のようにこの
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周波数帯で不法中継装置の機能を持っているものであればそういう対象になる

ものと若干毛色が違うものではございます。ただ、我々といたしましては、今

電波法の中で規定されているツールは全て活用して、こういうものを取り締ま

っていく、また、出回らないようにしようと考えておりますので、そちらのほ

うも視野に入れてやっているところではございます。 

○前田会長 ありがとうございました。ほかにはどうでしょうか。特に省令改

正についての反対はないですか。 

 それでは、特に反対もないようですので、諮問第１３号につきましては、諮

問のとおり改正することが適当である旨の答申を行うことにしてはいかがかと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 よろしいようですので、そのように決することといたします。答申書につき

ましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出してください。 

 

（３）広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設指

針の制定について（諮問第１４号） 

 

○前田会長 それでは、次に進みます。諮問第１４号「広帯域移動無線アクセ

スシステムの高度化のための特定基地局の開設指針の制定について」につきま

して、田原移動通信課長と豊嶋高度道路交通システム推進官から説明をお願い

いたします。 

○田原移動通信課長 諮問第１４号説明資料「広帯域移動無線アクセスシステ

ムの高度化のための特定基地局の開設指針の制定について」を使ってご説明さ

せていただきます。 

 おめくりいただいて１ページ目でございますけれども、広帯域移動無線アク

セスシステム、通称ＢＷＡ、Broadband Wireless Access systemと呼ばれるも
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のでございますが、こちらにつきましては、周波数再編アクションプランにお

きまして２.５ＧＨｚ帯で周波数の拡大を図るということで、昨年秋に技術基準

並びに周波数割当計画の改正につきまして、電波監理審議会にお諮りして、昨

年末までに制度整備をしているところでございます。 

 こうした中で、新たな周波数帯、具体的には下に「２.５ＧＨｚ帯の周波数割

当て状況」とございますけれども、その中の右のほうに「今回の割当対象周波

数」とございますが、２,６２５から２,６５０ＭＨｚの２５ＭＨｚでございま

すけれども、こちらについて利用希望を昨年秋に伺っております。参考５につ

けさせていただいていますが、１７者から意見がございまして、特にWireless 

City Planning及びＵＱコミュニケーションズという既存の２社のＢＷＡ事業

者と、ＮＴＴドコモから利用希望の提案があったところでございます。 

 あわせまして、割当ての検討に資するということで、現在の電波の利用状況

を把握するため、電波法に基づく臨時の電波の利用状況調査を今年の春に実施

したところでございます。こちらの評価結果につきましては、先月の当審議会

にお諮りしましてご了承いただいたものでございますけれども、参考６につけ

させていただいていますが、利用が広がっているということで、早急に新たな

周波数の割当てが必要という評価結果となっております。こういうものを踏ま

えまして、今般新たに２,６２５から２,６５０ＭＨｚの周波数の割当てを行う

ため、ＢＷＡの高度化のための特定基地局の開設指針の制定についてお諮りす

るものでございます。 

 開設指針の基本的な考え方でございますけれども、ＢＷＡの通信トラヒック

の急増を踏まえまして、ＢＷＡの高度化を可能とするために割り当てるという

ことでございます。具体的な高度化のイメージでございますけれども、８ペー

ジ目の参考２をご覧いただければと思います。現在、携帯電話でも高速なサー

ビスが提供されておりますけれども、ＢＷＡではこれまでに最大１１０Ｍｂｐ
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ｓ程度の１００Ｍｂｐｓを超えるような高速サービスの提供がされております。

それを上回るようなサービスを、電波を有効に活用しながら提供するというこ

とで、新しい技術を積極的に活用していくことを念頭に置いております。 

 具体的な技術でございますけれども、ここに２つ例を書かせていただいてお

りますが、空間多重方式、一般的にＭＩＭＯと呼ばれるものでございますけれ

ども、アンテナを複数使いまして、普通は１チャネルで送るものを、アンテナ

を２つ使って２チャネル分を同時に送ることによって倍の通信速度を確保する

というものでございます。２本使って倍送るというのは、現在も提供されてい

るものでございますが、今後４本使って送るというサービスが登場しつつある

というか、今後まもなく登場してくるだろうというレベルになっております。

こういったものを使って速くする。 

 あるいは、下にキャリアアグリゲーションとございますけれども、具体的に

はキャリアというのは通信波、アグリゲーションは束ねるということで、下に

周波数Ａ、周波数Ｂと書いてございますが、右側のように周波数の異なるもの

を２つ束ねて高速化する。これも２波分を使うということでございますが、倍

の通信速度を実現できる。 

 こういった技術を実現しますと、下の「最大通信速度」という表に、キャリ

アアグリゲーションやＭＩＭＯがあり、なしと書いてございますけれども、基

本的に１１２Ｍｂｐｓと薄い明朝体の字で書いてある程度のサービスは現在で

きておりますが、２２５という２００Ｍｂｐｓ超のサービスが今後出てくるだ

ろうということですので、こういう技術を使って今よりも速い１５０Ｍｂｐｓ

超とさせていただいていますが、そういった通信サービスを高度なＢＷＡサー

ビスと定義付け、これを普及することを目的として、この開設指針を定めてい

くものでございます。 

 １ページ目にお戻りいただければと思います。割当ての周波数幅でございま
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すけれども、対象が２,６２５から２,６５０ＭＨｚの２５ＭＨｚ幅でございま

すが、他システムとのガードバンドを念頭に置き、最大の割当幅を２０ＭＨｚ

としております。ただ、先ほどのキャリアアグリゲーションという技術を使え

ば、既存の事業者は１０ＭＨｚ幅だけでも１５０Ｍｂｐｓを超えるような高速

サービスを提供できるということでございますので、そういう希望を出してい

ただいても構わないという形にしております。 

 審査の方法でございますけれども、昨年ご審議、ご答申いただきました７０

０ＭＨｚ帯、９００ＭＨｚ帯のときの開設指針と同様、絶対審査基準と競願時

審査基準という２段階での評価とさせていただいております。具体的には、こ

の後、豊嶋からご説明させていただきます。 

 あわせて、こちらは昨年も実施していますが、審査自身は点数化してわかり

やすく、透明化しているということでございます。さらに、今回、初めてとい

う形になりますけれども、配点そのものを指針案とあわせて既にパブリックコ

メントに付してございます。こういった形で配点していますというものを、事

前に公表しているところでございます。 

 具体的な審査の方法の中身について、豊嶋からご説明させていただきます。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 続きまして、開設指針の内容等を説明し

てまいりたいと思います。 

 まず、制度の全体のフレームワークを説明申し上げたいと思いますので、恐

縮でございますが、７ページをごらんください。今回諮問いたします開設指針

というのは、開設計画の認定制度というのが電波法の規定にございまして、そ

の一連の手続の中の最初の手続になります。携帯電話や本件のＢＷＡを含めま

して、同一の者が相当数開設する必要がある無線局を特定基地局と呼んでいま

すが、これについては開設計画の認定を受けた事業者のみが基地局の免許申請

が可能という効果がございます。 
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 開設計画の認定を行うに当たっては、下に書いてある３つの手順をとってい

く形になります。１点目が本諮問に関係しますが、開設指針、いわゆる割当方

針を公示いたします。これが今諮問いたしておるものでございます。答申をい

ただければ、開設計画の申請の受付を開始し、その後に指針に照らして審査を

した後に開設計画を認定する。認定をする際に、再度電波監理審議会に諮問し

て答申をいただいた後に、大臣が認定をするという流れになっております。法

定上の手続としまして、開設計画の申請の受付は、法定上１カ月の申請期間を

要することとされております。今回は、下に流れを記載してございますが、開

設指針について諮問いたすものでございます。 

 その中身ですが、戻っていただきまして２ページになります。全体の概要を

載せております。まず、特定基地局の範囲は先ほど田原のほうからあったとお

り、ＢＷＡの基地局が対象になっております。 

 使用する周波数についても先ほど説明したとおりですが、２,６４５ＭＨｚを

超え２,６５０ＭＨｚ以下、割当て可能な周波数の一番右端の５ＭＨｚ幅につい

ては、人工衛星局が隣にございますが、そこに対する混信防止措置を講じなけ

ればいけないという条件がつくものでございます。 

 特定基地局の配置及び開設時期ですが、開設計画の認定を行ってから４年後

の年度末までに、各総合通信局の管轄区域内の人口カバー率が５０％以上にな

るように配置しなければならない旨をまず記載しております。通常、携帯電話

を含めまして、開設計画の認定に当たっては人口カバー率の規定を設けておる

ものでございますが、従来の規定と１点異なったものがございます。下に小さ

い字で※を書いておりますが、人口カバー率の算出について今回算定方法を変

更いたしております。今回の人口カバー率の算定方法については、約５００ｍ

四方の区域ごとにエリアになっているかどうかを判断して、人口カバー率を算

出するという方式を新たにとることといたしました。従来は全ての市町村事務
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所をカバーした際に、その市町村全域をカバーしたという考えで算出しており

ます。 

 ９ページが、今回の人口カバー率の計算方法の変更を図示したものでござい

ます。左側が従来のものでございます。先ほど申し上げたとおり、従来の携帯

電話及びＢＷＡを最初に認定したときは全て共通しておりますが、簡単に言う

と、市町村役場をカバーするとその市町村全域についてカバーしたものとして

人口カバー率を計算いたします。今回は、メッシュ方式と一般に呼んでおりま

すが、これは国勢調査の区切りのメッシュを用いるものでございますが、約５

００ｍ四方のメッシュに区切り、メッシュの過半をカバーした際に当該メッシ

ュをカバーしたものとして算出するということでございます。 

 従来の市町村事務所方式ですと、１,７５０市町村がカバーの有無を計算する

ときの母集団となりますが、今回のメッシュ方式になった場合、約５００ｍ四

方でございますので、メッシュの数で申し上げると４７万７,０００程度という

ことで、かなり数が多くなりますが、その分人口カバー率の算出がかなり細か

くなるということでございます。 

 変更した理由でございますが、市町村合併が進みまして、市町村の数そのも

のが大幅に下がってきたということと、ＢＷＡも携帯電話も同じでございます

が、サービスが全国に浸透してきておりまして、ユーザーから見た場合、市町

村役場の単位というよりも面的に見てつながるかどうかということが大切にな

ってきていると思いますので、そういう現在の状況も踏まえまして、算定方式

をより細かいものに改定したものが変更点になっております。この人口カバー

率が５０％ということを１つ基準にしております。 

 お戻りいただきまして２ページでございますが、続きまして３ポツの（２）

でございます。認定から２年後の年度末までに、先ほど１５０Ｍｂｐｓ超と申

し上げた分ですが、高度ＢＷＡ基地局の運用を開始しなければいけないという
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ことにしております。（３）では、全ての都道府県において特定基地局の運用を

開始しなければいけないという条件をあわせて付しております。 

 ４つ目が、電波の能率的な利用を確保するための技術の導入について、キャ

リアアグリゲーション等の技術を導入することを求めております。 

 ５番目は、開設計画の認定に関する事項でございます。申請できる周波数の

幅は、冒頭申し上げたとおり２０ＭＨｚ幅ですが、既存事業者については、１

０ＭＨｚ幅または２０ＭＨｚ幅のどちらかを選択して申請して認定することと

しております。認定に当たっての審査でございますが、絶対審査基準に掲げる

要件についてまず審査をしまして、要件に適合する申請が２以上あった場合に

ついては、競願時審査基準に従って認定を行うという流れにしています。ただ

し、※が書いてありますが、過去ＢＷＡ事業について認定を行った後に他者に

譲渡、もしくはその事業を廃止した者については、認定をする上では劣後する

という内容となっております。 

 その他は認定後の話になりますが、四半期ごとまたは総務大臣から求められ

た場合に、開設計画の進捗を示す書類を提出していただくということを求めて

います。さらに、提出された書類について、指針及び計画に基づいて実施され

ているかどうか確認し、書類の概要、確認の結果を総務省がインターネット等

によって公表することとしたいということを記載しています。 

 ３ページ目が絶対審査基準、４ページ目が競願時審査基準になっております。

まず、絶対審査基準でございますが、２ページ目で申し上げた要件に加えまし

て、ここに記載している１０個の要件を満たすことを第１段階の基準としてお

ります。 

 内容的には、通常、携帯電話の絶対審査基準として見てきたものとほぼ同じ

ものとなっております。例えば（１）で設置場所の確保、設備調達等に関する

計画を有すること。（２）で必要な技術的検討の実績・計画、電気通信設備の調
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達等の計画を有すること。飛びまして（５）ですが、設備投資に関する資金調

達の計画及び認定の有効期間（５年間）の満了までに単年度黒字を達成する収

支計画を有すること。（６）は法令遵守、個人情報保護、利用者利益保護等の対

策等を講ずる計画を有すること。（８）ですが、ＢＷＡの免許を有しない者に対

する卸電気通信役務、電気通信設備の接続の方法（ＭＶＮＯ）を提供する計画

を有していること。（９）については、既存利用者のみ審査することになってお

ります。これは、５年間に指定済周波数、つまり既に今保有している周波数に

ついてＢＷＡの高度化をする、高度ＢＷＡの基地局を設置する計画をあわせて

有していることが要件です。 

 携帯電話と違う部分は最後の（１０）でございまして、ＢＷＡについては平

成１９年に導入を図ったところでございますが、当時から携帯電話事業者自身

が認定開設者になれない。または、携帯電話事業者が議決権の３分の１以上を

保有している場合は認定しない。つまり、携帯電話事業者に対する出資の規制

を設けております。携帯電話とＢＷＡは別の市場として活性化していきたいと

いうことが主眼にありまして、この制限を設けておりますが、この状況につい

ては現在も同じでございますので、この部分については平成１９年の認定当時

と同様に今回も設けることとしたいと考えております。 

 続きまして、４ページ目でございますが、先ほど申し上げた絶対審査基準に

適合した場合に、さらに絞り込みをするための競願時審査基準でございます。

大きく分けて第１基準、第２基準となっていまして、簡単に言いますと、第１

基準で優劣が決してしまえばそこで終了で、決し得ない場合については第２基

準に基づいて審査をするという流れで最終的に順位付けをして、上位者から認

定をするという手続をとることとしております。 

 まず、第１基準については、先ほど絶対審査基準のほうでも出ましたが、人

口カバー率がより高い者を認定するということでございます。 
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 続いて、もし第１基準が同位の場合については第２基準に移りまして、下に

掲げる基準に対しての総合的な適合度合いが最も高い者を上位者とするという

内容としております。基準がＡからＧまで記載がございますが、ＡからＥまで

は新規の事業者も含めて全事業者が審査を受けるものでございます。ＦとＧに

ついては、もともと割り当てられている周波数に関する競願時審査基準でござ

いますので、既存事業者のみ審査をするものになっております。 

 まず基準Ａは、高度ＢＷＡの基地局の人口カバー率の高低でございます。 

 基準Ｂが屋内のエリア化、屋内が通じるような計画及びその他通信速度の向

上技術の計画の充実度合いでございます。屋内のエリア化については、先月答

申いただきました臨時の利用状況の評価において、全国ＢＷＡの事業者におけ

る屋内エリア化が進んでいないということも踏まえて、基準化したものでござ

います。 

 基準Ｃが（１）、（２）、（３）と３つございますが、安全・信頼性の確保に関

する計画の中身の充実度を審査するものでございます。これも基準Ｂと同様に、

臨時の利用状況調査の評価において、予備電源を含めまして対策等について充

実する必要があるということを踏まえて基準化したものでございます。 

 基準Ｄについては、ＭＶＮＯの提供についての計画の充実度合いですが、基

準Ｄの最初のところの「多数の者」の後ろに「携帯電話事業者を除く」と記載

しております。これも同じように、臨時の利用状況調査をした際に、現在のＭ

ＶＮＯが携帯電話事業者に提供している割合が圧倒的に多いということで、そ

れを多様化する意味で、携帯電話事業者以外の者により提供する必要があると

いう評価を受けたものでございまして、携帯電話事業者を除いた多数の者に対

するＭＶＮＯの提供についての計画の充実性を審査するものでございます。 

 基準Ｅが現在ＢＷＡの周波数の割当てを受けていない者、または今受けてい

る者のうち周波数の幅に対する契約者数の割合、逼迫の度合いが高い者かどう
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かということを審査するものでございます。 

 以上、ＡからＥまでの審査をした段階で、申請者が既存事業者のみの場合、

または新規の事業者から申請があった場合でも、既存事業者２者がＡからＥの

段階で新規の事業者よりも高い場合、つまり１位、２位を既存事業者が占めた

場合については、最終的に１位を決するためにＦとＧの審査を行います。Ｆと

Ｇはそれぞれ基準Ａ、基準Ｂに対応する、もともと割り当てられている周波数

における人口カバー率の高さ、及び屋内エリア化も含めた電波を効率的に利用

する技術の導入に関する計画について審査するものでございます。 

 なお、今回は周波数幅２０ＭＨを割り当てるということでございますので、

基本的には１者のみの認定となる確率が極めて高い状況でございます。ただし、

既存事業者は１０ＭＨｚ幅ずつ申請できるということで、２者とも１０ＭＨｚ

幅ずつということであると、場合によっては２者になることもありますが、そ

ういう意味では、同順位になるケースも考えられるということで、仮に第２基

準まで行った段階でも優劣がつかないという結果になった場合の措置として、

新規事業者である者を上位者として認定する。新規事業者がいない場合につい

ては、既存事業者間において割当てを希望する周波数の幅が小さい者、つまり

１０ＭＨｚという幅を希望する者を上位者として認定するという内容を記載し

ております。 

 ５ページ目でございますが、第２基準の審査に当たりましては、７００ＭＨ

ｚ帯、９００ＭＨｚ帯という携帯電話の認定をしたときに点数化して評定して

認定を行いましたが、同様に今回も点数化して認定をしていきたいと考えてお

りまして、今般点数の配点についてあわせてパブリックコメントをして整理し

たものでございます。 

 基本的には、この表の左側の「審査事項」というのは開設指針に書いている

審査事項でございます。真ん中に「評価方法」と書いてございますが、右側の
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点を付与するかどうかの内容をかみ砕いて書いたものでございます。例えば基

準Ａについては、人口カバー率がより大きいことが審査基準となっております

が、他の申請者より大きい場合についてはＮ－１点を最高点として配点する。

Ｎというのは絶対審査基準に適合した申請の数でございます。ですから、例え

ば３者申請があった場合で、３者のうち１者の人口カバー率が極めて高いとい

うことであれば、３－１で最高２点を付与するというものでございます。 

 基準Ｂ、基準Ｃ、基準Ｄも同じように審査をしまして、それぞれ最高点の配

点をしますが、点数の配分については、総当たりで審査をすることとしており

ます。上の「審査方法」の４行目のところでございますが、対抗的審査と呼ん

でおりますが、総当たりをして勝ち数に応じて点数を付与し、１勝すると１点

付与する。 

 基準Ｅは、該当した場合は点数を付与するというものでございます。 

 基準Ｆ、基準Ｇは、既存事業者は２者ございますので、２者についてそれぞ

れ該当すると配点するということで、最終的に合計点の高い者を上位者として

認定していきたいと考えております。 

 本件について、パブリックコメントを４月から５月にかけて行いました。６

ページ目でございます。合計１３者から意見の提出がございました。詳細は（参

考）というところに記載しておりますが、概略は６ページでございます。基本

的に既存事業者を含めまして本案に賛成ということで、速やかな周波数の割り

当てを望むという意見が多数寄せられております。 

 そのほか、ＮＴＴドコモからは、メッシュ単位の人口カバー率の計算方法に

ついて、広く一般にもわかりやすいように示してほしいという意見が寄せられ

ておりますので、基本的には先ほど説明しましたとおりメッシュで計算する点

以外は従来と同じ算出方法でございますが、申請のマニュアル等を今後作成す

る中で、広く一般に算出方法がわかるようにしていきたいと考えております。 
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 あと、屋内エリアについての評価の方法、あるいは衛星システムへの混信防

止措置について評価、公表をきちんとしてほしいということでございますので、

今後の審査及び四半期報告の中で対処してまいりたいと思います。 

 さらに、その下ですが、２０ＭＨｚ幅を申請する際の記載事項に誤りがある

のではないかというご意見がありますが、誤植がございましたので修正してい

ます。 

 あと、その下ですが、全国ＢＷＡが高度化する一方、地域ＢＷＡが取り残さ

れる不安があり、新たな通信方法の導入だけでなく、２０ＭＨｚ幅の利用等も

含め、引き続き地域ＢＷＡに注意を払ってほしいということで、地域ＢＷＡ関

係の事業者様のほうから、引き続き地域ＢＷＡに関する制度整備に対する要望

が寄せられておりますので、本件とは別に地域ＢＷＡの制度整備に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 その他、個人からここにありますように、帯域制御をしていない、一定の通

信量を超えると制御しないという点も審査基準へ加えるべきではないかという

意見がございましたが、必ずしもそのこと自身が有効利用に結びつくものでは

ございませんので、基準としていません。 

 それと、周波数の幅ですが、２５ＭＨｚ幅の割当てをすべきだというご意見

がありましたが、先ほど述べましたように他の免許との間ではガードバンドと

して５ＭＨｚ幅が必要であるということと、今は最大２０ＭＨｚ幅という技術

基準にしておりますので、最大２０ＭＨｚ幅ということで行っていきたいと考

えております。 

 その他、個人からここにあります意見が出ておりまして、特に最後のほうは

個別の会社に対するご意見でございます。それと、一番下はＮ－ＳＴＡＲとい

う人工衛星についての提言でございますが、本件の割当てとは別のものとして

取り扱うこととしております。 
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 以上、駆け足になって申し訳ございませんでしたが、開設指針の内容につい

て説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 

○前田会長 ありがとうございました。それでは、本件につきましてご質問、

ご意見はありますでしょうか。 

○原島代理 実際に計画するほうは結構大変な作業だと思いますが、従来と人

口カバー率の切り方が違ってきたということで、今回５００ｍ四方というのを

出しているんですが、国勢調査等ではこういう単位で数字が既にあるから、そ

れを利用したと考えていいでしょうか。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 ご指摘のとおりだと思います。５００メ

ートルメッシュ、どこでどう区分するかというものに基づいて国勢調査が行わ

れておりまして、そのメッシュごとの人口も国勢調査の結果で出ております。

平成２２年のデータがございますので、実際の人口カバー率はこのデータを使

って計算していただくということになっています。 

○原島代理 申請する側は、それほど作業が増えるわけではないと考えてよろ

しいでしょうか。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 数が多いので、我々としては単純ミスが

ないことを祈ります。 

○原島代理 大変数はありますが、申請する側及び審査する側両方だと思いま

すが。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 先ほど申し上げたように、国勢調査のデ

ータを使って当てはめていくという作業でございますので、１個ずつメッシュ

で数えていくという話ではございませんので、データ処理をしていただくとい

うことになりますので、それに伴って長時間の作業を要するというものではな

いと考えております。 

○原島代理 もう一点、いろいろなケースを想定して、同順位の場合どうする
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かというのがあります。誤解があるのかもしれませんけれども、基準Ｆと基準

Ｇは２つですから、１勝１敗ということがあるわけです。ということは、基準

Ｆ、Ｇに入ったときに、それが既存事業者であって、割当てを希望する周波数

幅がもし同じであったとすると、これでは結論が出ない。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 今ご指摘のように、基準Ｇまで行った段

階というのは、既存事業者が上位を占めた場合になります。この場合に同点と

なった場合ですが、さらにケースを分けて２つ考えられると思います。つまり、

既存事業者のどちらか一方が２０ＭＨｚ幅を希望し、もう一方が１０ＭＨｚ幅

を希望した場合は、先ほど同点の場合の処理がございましたので、今回のルー

ルが当てはまります。 

 しかし、２社とも２０ＭＨｚ幅を希望する場合は、同点の規定を用いまして

も全部で２０ＭＨｚ幅しか割り当てることができませんので、そのケースが生

じた場合については、この指針における審査においては割当可能周波数の量が

足りませんので、この時点では認定ができないということで、再度開設指針を

つくり直して募集をし直すという手続になろうかと思います。 

○原島代理 場合によっては、基準Ｆ、Ｇではなしに、もう一つ設ければ、１

勝１敗ということではなくて、２勝１敗で必ず決まるのではないかと思ったん

ですが。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 基準Ｆ、基準Ｇの審査の前に、既存事業

者の場合はＡからＥまでの合計点数に加えてＦからＧまでということになりま

すので、７つ基準を設けておりますので、会長代理がご指摘のように申請の内

容に応じて処理は変わりますけれども、７つの審査を経て、それでもなお同点

だとすると、指針で見るべき点を再度洗い直してやることにならざるを得ない

かなと思います。 

○前田会長 同じように配分の話で、極めてレアなケースかもしれませんが、
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新規の申請をかなり多くの人たちに出させて、仮に１０者が少なくとも表面上

は関係ない顔をして出てくると、Ｎが十何点かになりますね。そういう場合に

想定されるのは、各者は絶対基準は多分通るでしょうから、競願時審査基準で

上位の２、３者、すなわちまともなところは基準Ｅまでは相当僅差で競ってい

ることになります。既存の２者がそこまでで１点差とか２点差ぐらいで来て、

基準ＦとＧになった途端に１項目で１０点以上の加点となるという状態が起こ

ることになります。こうしたケースを想定して、何らかの用意をしなくてもい

いのかという気がしたんですが。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 正直に言うと、１０者ほど来るかどうか。

昨年の参入状況調査を踏まえると、現状そこまでではないのかと思っています

が、今の点数表の考え方で申し上げますと、上の審査方法にございますが、Ｆ、

Ｇも含めて各基準の配点については全体として軽重を設けない、つまり、各基

準で満点をとれる点数について差をつけない。これは、各基準の中身自身に有

効利用の程度から見た場合に差がないだろう。つまり、どの基準を特に優遇し

て、どの基準だけを優遇しないことはできないということで、同じ配点にした

ものでございます。 

 ７００ＭＨｚ帯、９００ＭＨｚ帯も実は同様の考え方をしておりまして、配

点そのものを変えることはできないだろうということでこういう配点にしてお

りますので、確かに会長のご指摘のパターンでありますと、基準Ｆ及び基準Ｇ

はＮ－１でございますので、例えば全部で１１社来ると、Ｆ、Ｇで配点が１０

点とれるかとれないかということになるパターンは考えられます。 

 逆に、むしろそういうことが論理上起こり得ることも想定しますと、配点そ

のものを事前に公表することによって、特にＦとＧについては既存事業者のみ

に適用されますので、既存事業者についてはＦとＧは１勝の重みが違うことも

配慮しながら申請をするようにあらかじめお知らせするという意味も含めまし
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て、配点自身を公表していくことが適切かと思っております。 

○原島代理 こういう配点によって、どこが有利、不利というのはないんです

か。パブリックコメントの中で、有利、不利があるならばこの配点を重視すべ

きだというのが出てもいいと思ったんですが、それは出ていないですよね。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 この基準そのものの意見というよりも、

これ自身は良いので、そのような割当てを実施していただきたいというだけの

意見でございましたので、配点そのものについて修正すべしというものはない

と理解しております。 

○前田会長 それぞれの項目が重きをどこに置くこともなく、等分にという思

想は良いと思うので、実際にそうではない事態が起こったときの対処だけです

ね。実質的に上のほうは１点しか差がつかなくて、下が１０点も差がつくとい

うような事態が起こったときに、同じ配分と言えるのかという疑問があります。

結論が変わらないケースもあるかもしれないけれども、万が一変わるようなケ

ースがあったときにどうするかは、頭の体操をやっておいたほうがいいかもし

れない。 

○原島代理 おそらくはその前に絶対審査基準、あるいは第１基準等でかなり

厳しくしているので、ダミーとして出して自分のところを有利にしようという

ことは起こらないであろう。それをもしやろうとするとコストのほうが大変。 

○前田会長 ダミーそのものは負けるけれども、既存２者はいずれにも勝つで

しょうから、多分上のほうは１０点対９点ですよね。どっちにしても、１点差

しかつかない。だけど、最後のところだけは１０点の差がつくということだけ

なんですね。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 むしろ、ご指摘のパターンが組み合わせ

として論理上ないということではないんですけれども、そもそも逆に言うと、

２０ＭＨｚ幅しか割当ての量がない中で、今回割当てに踏み切った一つの背景
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としましては、昨年の段階で行った参入希望調査及び臨時の利用状況調査等も

踏まえまして、必ずしも２０ＭＨｚ幅で全ての需要に対して満足するわけでは

ないのですが、少なくとも今のＢＷＡ、携帯電話の規模をはるかに上回る希望

の声、あるいはパブリックコメントが寄せられていないということもございま

したので、実態的な話を申し上げますと、希望の大まかな規模感を踏まえなが

ら配点を公表して、ご議論を賜りながら作っていったという現実的な考え方に

しております。 

○原島代理 今回の開設指針と直接関係ないかもしれませんけれども、パブリ

ックコメントの中に地域ＢＷＡの意見がございました。地域ＢＷＡも非常に大

切ですので、場合によっては全国のＢＷＡから１つのＭＶＮＯみたいな、むし

ろ地域が使いやすくなるという形で、運用上地域を大切にするということが大

切なのではないかなと個人的には思っています。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 特に前回評価について諮問したときにも、

地域ＢＷＡについていろいろ前向きに検討をするべきだというご意見を多数賜

っております。今回は全国ＢＷＡを諮問しておりますが、同時並行的に地域Ｂ

ＷＡについても技術的な状況を検討しておりまして、これを踏まえながら最終

的に地域ＢＷＡの今の審査の方法がより柔軟になるような方向にしていきたい

と考えております。ただし、制度上は全国ＢＷＡと全く違っておりまして、地

域ＢＷＡは開設計画という手続をとりませんで、市町村単位の狭いものでござ

いますから、各総合通信局で行う免許という短時間で処理ができるような手続

をとっておりますので、審査基準並びに技術基準を拡充、あるいは簡素化する

ような形で、なるべく要望を聞きながら応えていきたいと思っております。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょうか。ありませんか。 

 特にないようですので、諮問第１４号については、開設指針の制定案に示さ

れているとおりに制定することは適当である旨の答申を行うことにしてはいか
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がかと思いますが、よろしゅうございますか。 

 異議がないようですので、そのように決することといたします。答申書につ

きましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出していただきたい

と思います。 

 それでは、総合通信基盤局関係の審議はこれで終了でございます。どうもあ

りがとうございました。 

（総合通信基盤局職員退室） 

 

閉    会 

 

○前田会長 あとは、次回の開催についてだけですけれども、次回の開催は平

成２５年６月１２日水曜日、１５時からということで予定していますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上で閉会といたします。どうもありがとうございました。 
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